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衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
国
家
戦
略
特
区
農
業
支
援
外
国
人
受
入
事
業
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
十
一
に
つ
い
て

今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
本

法
律
案
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
新
国
家
戦
略

特
別
区
域
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
農
業
支
援
活
動
（
以
下
単
に
「
農
業
支
援
活
動
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
農
作
業
に
従
事
し
、
又
は
農
作
業
及
び
農
畜
産
物
を
原
料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
使
用
す
る
製
造
若

し
く
は
加
工
の
作
業
そ
の
他
農
業
に
付
随
す
る
作
業
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
経
営

を
行
う
者
を
支
援
す
る
活
動
に
限
ら
れ
る
が
、同
条
に
お
い
て
は
各
作
業
に
係
る
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。

そ
の
上
で
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
事
業
場
の
業
種
が
食
料
品
の
製
造
や
加
工
の
事
業
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に

は
、
当
該
事
業
場
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
別
表
第
一
第
一
号
の
事
業

に
従
事
す
る
者
と
し
て
、
同
法
第
四
章
、
第
六
章
及
び
第
六
章
の
二
で
定
め
る
労
働
時
間
、
休
憩
及
び
休
日
に
関
す
る
規
定

が
適
用
さ
れ
る
。

二
に
つ
い
て

一



本
法
律
案
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日
内
閣
衆
質
一
九
三
第
二
五
五
号
。
以

下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
、
六
及
び
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
お
尋
ね
の
要
件
に
つ
い
て
、
新
国
家

戦
略
特
別
区
域
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
政
令
で
適
切
に
定
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
か
ら
五
ま
で
、
八
及
び
九
に
つ
い
て

新
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
は
、
農
業
支
援
活
動
を
行
う
外
国
人
が
「
特
定
機
関
と
の
雇

用
契
約
に
基
づ
い
て
」
農
業
支
援
活
動
に
従
事
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
特
定
機
関
が
農
業
経
営
を
行
う
者
と
の
間
で
農

業
支
援
活
動
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。

そ
の
上
で
、
「
特
定
機
関
と
し
て
の
認
定
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
回
答
弁
書
二
か

ら
四
ま
で
、
八
、
十
四
及
び
十
五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
本
法
律
案
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
特
定
機
関
に
係

る
基
準
及
び
特
定
機
関
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
家
事
支
援
外
国
人
受
入
事
業
に
お
け
る
特
定
機

関
に
係
る
基
準
を
定
め
た
政
令
及
び
国
家
戦
略
特
別
区
域
家
事
支
援
外
国
人
受
入
事
業
に
お
け
る
特
定
機
関
が
講
ず
べ
き
措

置
を
定
め
た
指
針
を
も
参
考
と
し
つ
つ
、
政
令
及
び
新
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
指
針
に

お
い
て
適
切
に
定
め
て
ま
い
り
た
い
。

二



六
及
び
十
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
二
か
ら
四
ま
で
、
八
、
十
四
及
び
十
五
に
つ
い
て
及
び
十
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
本
法
律
案

が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
お
尋
ね
の
農
業
支
援
活
動
を
行
う
外
国
人
の
報
酬
水
準
及
び
そ
の
保
護
を
図
る
た
め
の
配
慮
を
含

め
、
当
該
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
事
業
の
適
正
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
家
事

支
援
外
国
人
受
入
事
業
に
お
け
る
特
定
機
関
が
講
ず
べ
き
措
置
を
定
め
た
指
針
を
も
参
考
と
し
つ
つ
、
新
国
家
戦
略
特
別
区

域
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
指
針
に
お
い
て
適
切
に
定
め
て
ま
い
り
た
い
。

七
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
五
、
十
六
及
び
十
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三


